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〔概要〕
世界自然遺産に登録されている屋久島は、世界中から年間４０万人の入り込み客が訪れる人気の観光スポットと

なっている。観光客の増加に伴い、ごみ処理やし尿の問題等により、将来にわたって自然環境を維持していくため
には大きな課題を抱えている。そこで、環境保全や地域の活性化に限った善意の寄附金を集めるため、インター
ネットを介して寄附を呼びかけている。
　

〔コラム〕
屋久島で生まれ育ち、東京や大阪などの大都市で生活をされている方々、仕事や観光などで一時期でも屋久島

に関わりを持たれた方 な々ど、屋久島を「ふるさと」と思ってくださる方々でふるさとに“貢献したい”“応援したい”と
思ってくださる方 の々思いをお寄せいただきたいということから屋久島町では、平成２０年３月に「屋久島町だいすき
寄附条例」を制定しました。その思いに応えるべく、寄附金の使途は、環境保全対策事業と地域の活性化事業に
絞ったところです。屋久島が１９９３年に世界自然遺産に登録され、その後、大都市でも屋久島に関するテレビ放映
などが頻繁に行われるようになり、特に環境保全に対する関心が高まっていることから、これらの取組みについての
情報発信を含め、本町のホームページにも各種情報を掲載しており、その中で「屋久島だいすき寄附条例」に関す
る内容も紹介しています。雇用問題や燃料価格の高騰など、急激に経済情勢が悪化し、大都市で生活されている
方 も々たいへんな年の瀬を迎えられていることを思えば、寄附をお寄せいただいた方 に々は心から感謝を申し上げ
る次第です。平成２０年４月１日から現在までの期間ではありますが、多くの方から総額３，３７３，０００円の善意が届けら
れました。今後、「ふるさと納税」制度が更に浸透していくことや屋久島町ホームページへのアクセス件数が増えるこ
ととあわせて、来年以降多くの善意の申し出があることを期待しているところです。

 

（地域情報発信の強化－１２）

屋久島町だいすき基金
（鹿児島県屋久島町）

http://www.yakushima-town.jp/
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（屋久島町のホームページより）

（問い合わせ先）
屋久島町　総務課　屋久島町だいすき基金　係
TEL：０９９７－４３－５９００　e-mail：soumu@yakusima-town.jp
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